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第３章 臨時免許状の取得方法

１ 臨時免許状の取得方法

授 与 要 件 臨時免許状の種類 有効期間 申請書類の提出期限

次の要件を満たし、教育職員検定に合格する 幼稚園、小学校、中学校及び高等 授与されたとき 採用予定日の15日前

こと。 学校（各教科）助教諭免許状、特 から、北海道内 までに申請書類を提

１ 普通免許状を有する者を採用することが 別支援学校助教諭免許状､ 養護助 において３年間 出すること。

できないこと。 教諭免許状、特別支援学校自立教 有効

２ 免許法第５条第１項各号の欠格事由に該 科助教諭免許状

当しないこと。

２ 申請書類の経由及び提出先

学 校 区 分 申請者 経 由 機 関 提出先

道 立 学 校 申請者 学校長（副申書作成） 道 教 委

市 町 村 立 学 校 申請者 学校長 市町村教育委員会教育長 教育局長（副申書作成） 道 教 委
（道費負担） （札幌市を除く。）

市 町 村 立 学 校 申請者 学校長 市町村教育委員会教育長 道 教 委
（副申書作成）（市町村単費負担）

札 幌 市 立 学 校 申請者 学校長 札幌市教育委員会教育長 道 教 委

（副申書作成）

私 立 学 校 申請者 学校長 学校法人の理事長（副申書作成） 道 教 委

大学附置の国立学校 申請者 学校長 大学の長（副申書作成） 道 教 委

３ 申請書類

(1) 新たに申請する場合

申請書類及び申請様式は、「６ 臨時免許状の申請書類」を参照し作成すること。

(2) 有効期間満了に伴う更新の場合

(1) に掲げる書類及び臨時免許状の原本（免許状の紛失等により提出できない場合は、紛失理由書（様式任意））を添

付すること。

４ 副申書作成上の注意事項
経由機関が作成する副申書（別記第17号様式）は、次の事項に注意すること。

(1) 副申書の５「普通免許状を有する者を採用できない事情」

ア 採用が必要となった事情（職員の退職、傷病等）

イ 普通免許状の所有者を得るためにとった具体的な措置

ウ 有効期間満了に伴う更新の場合は、最初の採用以降に普通免許状所有者を得るためにとった具体的な措置及び状況の

変化等

(2) 副申書の６「申請者の採用についての意見」の記載方法

ア 当該免許教科の技能を有し、教育職員として適切である旨の理由（有効期間満了に伴う更新の場合を除く。）

イ 普通免許状を取得するために単位を修得中である者については、在籍する大学名、科目別修得単位数、科目別修得済

単位数及び単位修得完了予定時期

ウ 採用予定日以降に、普通免許状の取得に必要な単位の修得を予定している者については、在籍予定の大学、科目修得

済単位数及び単位修得完了予定時期

エ 他に適任者が得られない理由
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５ 臨時免許状の種類と取得方法の区分

○ 小学校・中学校・高等学校・特別支援学校及び養護助教諭免許状

ア 免許法第５条第６項の規定による申請の場合

イ 免許法１８条の規定による申請の場合（外国において授与された教育職員に関する免許状を有す

る者又は外国の学校の卒業もしくは修了者）

申請書類 区分１ 区 分 ２

所要資格
免許法第５条第６項 免許法第１８条

臨時免許状の種類・教科

幼稚園助教諭免許状 ○必要とする学力を有するこ ○外国において授与された教

と。 育職員免許状を有すること、

小学校助教諭免許状 ○技術を必要とする教科にあ 又は外国の学校を卒業若しく

っては、当該技術を有するこ は修了していること。

国語、社会、数学、理科､音楽､美術､と｡ ○学力・技術については区分

保健体育、保健、技術、家庭、職業 １と同じ。

中学校 （職業指導及び職業実習（農業、工

助教諭 業、商業、水産及び商船のうちいず

免許状 れか１以上の実習とする｡以下同じ｡)

を含む｡)、職業指導、職業実習、外

国語（英語、ドイツ語、フランス語

等）、宗教

国語、地理歴史、公民、数学、理科､

音楽、美術、工芸、書道、保健体育､

高等学校 保健、看護、看護実習、家庭、家庭

助教諭 実習、情報、情報実習、農業、農業

免許状 実習、工業、工業実習、商業、商業

実習、水産、水産実習、福祉、福祉

実習、商船、商船実習、職業指導、

外国語（英語、ドイツ語、フランス

語等）、宗教

特別支援学校助教諭免許状

養護助教諭免許状

※それぞれの区分の申請書類については、133ページを参照すること。
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(2) 特別支援学校の自立教科を担任する免許状

免許法第17条第１項の規定による申請の場合（視覚障害者及び聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学

校の高等部で自立教科を担任する者）

申請書類 区 分 ３ 注１ 注１ 申請書類については、133ペ

ージを参照すること。

所要資格 免許法第17条第１項

臨時免許状の種類・教科 （免許法施行規則第65条） 注２ 視覚障害者である生徒に対

する教育を行う高等部で、自

理 療 あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許 立教科を担任する免許状

注２ 及びきゅう師免許を有すること。

注３ 聴覚障害者である生徒に対

理学療法 理学療法士免許を有すること。 する教育を行う高等部で、自

注２ 立教科を担任する免許状

音 楽 視覚障害者である生徒に対する教育を行う

特別支援学校の高等部の音楽専攻科を卒業し

注２ ていること。

特別支援学校

自 立 教 科 次の①又は②による。

助教諭免許状 ① 理容師免許又は美容師免許を有し、聴

理 容 覚障害者である生徒に対する教育を行う

特別支援学校高等部の理容科の専攻科を

注３ 卒業していること。

② 理容師免許又は美容師免許を有し、４

年以上理容に関する実地の経験を有する

こと。

次の①又は②による。

① 免許教科の種類に応じ、それぞれ聴覚

特殊技芸(美術) 障害者である生徒に対する教育を行う特

特殊技芸(工芸) 別支援学校の高等部の相当課程の専攻科

特殊技芸(被服) において、２年以上の課程を修了してい

ること。

注３ ② 免許教科の種類に応じ、10年以上の実

地の経験を有すること。
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６ 臨時免許状の申請書類

※申請書類のうち、○は必ず提出、△は必要に応じて提出する書類

申 請 に 必 要 な 書 類

申請書類の区分 区分１ 区分２ 区分３ 注１ 128ページの「４ 申請

免許法第５条 免許法 特別支援学校
書類作成上の注意事項」も

第６項 第18条 自立教科
参照のうえ、整備すること

申請書類 注１

注２ その他必要な学力又は技

手数料（北海道収入証紙） 3,400 円 3,400 円 3,400 円 術を有する旨の証明書

Ａ 教育職員検定及び教育職員免許状授 (1) 資格を有することの証明

与申請書 ○ ○ ○ ・関係する免許状等

（施行細則別記第２号様式） （正本を提出できないため、

Ｂ 学校の卒業又は修了証明書 ○ ○ 写しを提出する場合は、余白

Ｃ 学業成績証明書 ○ ○ に申請者の原本証明を行うこ

Ｄ その他必要な学力又は技術を有する
○ ○

と。）

旨の証明書 注２ (2) 経験を有することの証明

Ｅ 人物に関する証明書（施行細則別記
○ ○ ○

・実務に関する証明書

第３号様式） （施行規則別記第３の２号様

Ｆ 身体に関する証明書（施行細則別記 ○ ○ ○ 式）

第４号様式） (3) 大学等で当該教科に関する

Ｇ 履歴書（施行細則別記第５号様式） ○ ○ ○ 内容を履修していることの証

Ｈ 臨時免許状の原本（更新の場合） △ △ △ 明

Ｉ あん摩マッサージ指圧師免許、はり ・単位修得証明書等

師免許及びきゅう師免許を有する旨 △

の証明書 注３ 日本国籍を有しない者に

Ｊ 理学療法士免許を有する旨の証明書 △ 限る。

Ｋ 視覚障害者である生徒に対する教育

を行う特別支援学校高等部の音楽専 △ 注４ 副申書の作成者

攻科の卒業証明書 (1) 道立学校で採用予定

Ｌ 理容師免許又は美容師免許を有する △ →校長

旨の証明書 (2) 市町村立小・中・義務教

聴覚障害者である生徒に対する教育 育学校（札幌市を除く。）

を行う特別支援学校高等部の理容科 △ で採用予定の道費負担職員

の専攻科の卒業証明書又は４年以上 →当該市町村を管轄する教

理容に関する実地の経験を有する旨 育局長

の証明書 (3) 市町村立学校（札幌市を

Ｍ 聴覚障害者である生徒に対する教育 除く。）において、市町村

を行う特別支援学校高等部の相当課 単費で採用予定の職員

程の専攻科における２年以上の課程 △ →市町村教育委員会教育長

の修了証明書又は10年以上実地の経 (4) 札幌市立学校で採用予定

験を有する旨の証明書 →札幌市教育委員会教育長

Ｎ 在留カードの写し（両面）又は △ △ △ (5) 私立学校で採用予定

特別永住者証明書の写し（両面） →学校法人の理事長

注３ (6) 大学附置の国立学校で採

Ｏ 収入証紙貼付用紙 △ △ △ 用予定

（収－ 様式１） →大学の学長

Ｐ 副申書（経由機関において作成）

（施行細則別記第17号様式） ○ ○ ○ 注５ 証明書に記載された氏名

注４ 及び本籍地（都道府県名）

Ｑ 戸籍抄本 注５
△ △ △

が現在のものと異なる場合

は、戸籍抄本を提出するこ

と。
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○ 臨時免許状の授与について

平成１９年５月２５日教 職 第 １ ７ ９ 号

各教育局長、各道立学校長、各市町村教育

委員会教育長（各市町村立学校長）、北海

道教育大学長（各附属学校長）、各私立学

校長あて 北海道教育委員会教育長通知

（最終改正：平成２１年４月１日）

教育職員の臨時免許状の授与については、教育職員免許法施行細則及び教育職員免許法施行法施行細則の一部を

改正する教育委員会規則（平成19年北海道教育委員会規則第 6 号）の施行に伴い、特別支援学校の教員の臨時免許

状に特別支援教育領域を追加する場合の取扱いを加え、次のとおり取り扱うこととしますので、事務処理に誤りの

ないようにしてください。

なお、平成12年10月30日付け教職第191号「臨時免許状の授与について」当職通知は廃止します。

記

１ 授与等要件

臨時免許状は、教育職員免許法（昭和24年法律第 147号。以下「法」という。）第５条第６項の規定により、

次の要件を満たす場合に授与すること。

(1) 普通免許状を有する者を採用することができないこと。

(2) 申請する者が、同条第１項各号の欠格事由に該当しないこと。

なお、法第５条の２第３項の規定により、特別支援学校の教員の臨時免許状に特別支援教育領域を追加する場

合も同様とする。

２ 申請書類

教育職員免許法施行細則（昭和37年北海道教育委員会規則第４号。以下「施行細則」という。）又は教育職員

免許法施行法施行細則（昭和37年北海道教育委員会規則第５号。以下「施行法施行細則」という。）の規定によ

り、次の書類を提出すること（別表参照）。

(1) 新たに授与の申請をする場合

ア 法第５条第６項の規定による申請の場合

施行細則第９条に規定する書類

イ 法第４条の２第２項の規定による申請の場合（教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）第65

条で定める特別支援学校の高等部で特定の教科を担任する者）

施行細則第38条に規定する書類

ウ 法第18条第１項の規定による申請の場合（外国において授与された教育職員に関する免許状を有する者又

は外国の学校を卒業若しくは修了した者）

施行細則第39条第３項に規定する書類

エ 教育職員免許法施行法（昭和24年法律第1 4 8号｡以下｢施行法｣という｡）第１条第３項の規定による申請の

場合（施行法施行細則第１条第１号の規定において総称する旧令により授与された教員免許状を有する者）

施行法施行細則第１条に規定する書類

オ 施行法第２条第１項の表の各号の規定による申請の場合（学校教育法（昭和22年法律第26号）施行前の学

校制度による学校の卒業者等）

施行法施行細則第５条に規定する書類

(2) 特別支援学校の教員の臨時免許状に特別支援教育領域の追加を申請する場合

ア 法第５条の２第３項の規定による追加の場合

施行細則第９条の２第３項に規定する書類

イ 法第18条第２項の規定による追加の場合

別途改正予定
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施行細則第39条第４項に規定する書類

３ 提出期限

申請書類は、原則として採用予定日の15日前までに提出すること。

４ 申請書類の経由及び副申書

(1) 申請書類の経由

申請書類を、次の表の経由機関が受理したときは、その内容を確認し、副申書（施行細則別記第24号様式）

を添えて、速やかに当職あて進達すること。

学 校 区 分 経 由 機 関 名

道 立 及 び 私 立 の 学 校 当 該 学 校 長

市 町 村 立 学 校 当 該 市 町 村 の 区 域 を 管 轄 す る 教 育 局

(2) 副申書作成における留意事項

ア 副申書の５「普通免許状を有する者を採用できない事情」は、次の内容を記入すること。

(ｱ) 採用が必要となった事情（職員の退職、傷病等）

(ｲ) 普通免許状の所有者を得るためにとった具体的な措置

イ 副申書の６「申請者の採用についての意見」は、次の内容を記入すること。

(ｱ) 当該免許教科の技能を有し、教育職員として適切である旨の理由

(ｲ) 普通免許状を取得するために単位を修得中である者については、在籍する大学名、科目別修得済単位数

及び単位修得完了予定時期

(ｳ) 採用予定日以降に、普通免許状の取得に必要な単位の修得を予定している者については、在籍予定の大

学名及び単位修得完了予定時期

(ｴ) 他に適任者が得られない理由

５ その他

(1) 法第５条の２第３項の規定により、特別支援学校の教員の臨時免許状に特別支援教育領域の追加をする場合

の免許状の有効期間は、当該臨時免許状が最初に授与されたときから３年のままであるので留意すること。

(2) 法第３条の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を教育職員に任命し、又は雇用した場合は、法第22

条の規定により罰則が適用されるので、臨時免許状が必要な場合は、申請の遅れや漏れがないよう留意するこ

と。
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別記第17号様式

副 申 書

令和 年 月 日

北海道教育委員会 様

職氏名

次のとおり、臨時免許状授与又は臨時免許状の特別支援教育領域の追加のための教育職員検定の申

出について副申します。

１ 申 請 者 の 氏 名

２ 採 用 予 定 学 校 名

３ 採用しようとする職名

４ 採 用 予 定 年 月 日

５ 普通免許状を有する者を採用できない事情

６ 申請者の採用についての意見
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